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事 業 所 名

代表取締役社長

法人設立年月日

資 本 金

売 上 高

社 員 数

環境管理責任者

本 社 所 在 地

拠 点

対 象 範 囲

事 業 概 要

有限会社山崎商店

山崎 公士

平成12年8月

3,000,000円

263,040,000円（2021年8月1日～2022年7月31日）

25名

山崎 佳名子

静岡県静岡市葵区南瀬名町6番3号

・焼津工場 (発泡スチロールリサイクル工場) 
静岡県焼津市本中根280-3

・菊川駐車場
静岡県菊川市西方東ノ谷2844

全組織

一般廃棄物収集運搬
産業廃棄物収集運搬
産業廃棄物中間処分
特定家庭用機器商品化法対象物の収集運搬

組織概要
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設 備 車輛 ・3ｔ塵芥車
・4ｔ塵芥車
・6ｔ塵芥車
・2ｔアルミバン
・4ｔコンテナ
・1ｔ平ボディ
・脱着軽ダンプ
・フォークリフト

機械設備 発泡スチロール溶融機

7台
8台
1台
5台
1台
1台
1台
2台
1機

処 理 実 績 一般廃棄物収集運搬
産業廃棄物収集運搬
産業廃棄物中間処分
古紙収集運搬
家電リサイクル対象品
小型家電リサイクル対象品

3,239ｔ
449ｔ
44.6ｔ

3,214ｔ
46,002台
40,354台



許可内容

産業廃棄物収集運搬業許可取得内容

自治体 事業区分 許可番号 許可年月日 許可有効期限

静岡市 収集運搬 10012 令和4年4月1日 令和6年3月31日

焼津市 収集運搬 43-9 令和4年4月1日 令和6年3月31日

藤枝市 収集運搬 1-40 令和4年4月1日 令和6年3月31日

吉田町 収集運搬 1-9 令和4年1月13日 令和6年1月12日

御前崎市 収集運搬 284 令和3年4月1日 令和5年3月31日

菊川市 収集運搬 286 令和3年4月1日 令和5年3月31日

掛川市 収集運搬 21-2 令和4年4月1日 令和6年3月31日

裾野市 収集運搬 12 令和4年4月1日 令和6年3月31日

一般廃棄物収集運搬
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許可区域 事業区分 許可番号 許可年月日 許可有効期限

静岡県 取集運搬 2202074953 令和3年2月27日 令和8年2月26日

汚
泥

廃
油

廃
酸

廃
ア
ル
カ
リ

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ゴ
ム
く
ず

金
属
く
ず

ガ
ラ
ス
く
ず

鉱
さ
い

が
れ
き
類

ば
い
じ
ん

紙
く
ず

木
く
ず

繊
維
く
ず

動
物
性
残
さ

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

産業廃棄物処分

自治体 事業区分 許可番号 許可年月日 許可有効期限

静岡県

中間処分 02221074953 令和2年6月19日 令和7年6月18日

溶融処分-廃プラスチック類
施設の種類：溶融施設
設置場所：静岡県焼津市本中根字本田280番3
設置年月日：平成27年6月19日

＜産業廃棄物の種類及び処理能力＞
廃プラスチック類 839.20kg/日（8.0時間）



廃棄物フローチャート
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一般廃棄物

産業廃棄物

株式会社開発紙業

株式会社開発紙業

静岡リサイクル事業
協同組合

都商事株式会社

株式会社サニックス

都商事株式会社

有限会社山崎商店

清水貿易

静岡チップ工業
株式会社

株式会社
静岡西部建設

株式会社
静岡西部建設

古紙製品

古紙製品

リターナブル
ガラス材料

金属原料

RPF

リサイクル

売却

金属原料

原料チップ
燃料チップ

リサイクル

砕石化/売却

廃棄物 収集運搬 中間処理 最終処分

廃棄物 収集運搬 中間処理 最終処分

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

有限会社山崎商店

ダンボール

新聞紙

空き瓶

空き缶

可燃物

廃プラ軟質

廃プラ硬質

廃プラ
発泡スチロール

金属くず

木くず

ガラスくず
陶磁器くず

がれき類

清掃センター



廃棄物収集運搬実績
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2021年8月～2022年7月分

（単位：ｔ）

一般廃棄物

8月 9月 10月 １１月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 ６月 ７月

静岡市 161.2 141.0 144.0 147.0 151.0 139.9 117.1 139.6 139.6 152.4 142.1 154.9

焼津市 6.3 7.0 8.3 9.4 8.9 10.5 7.7 6.9 9.5 11.7 8.0 11.9

藤枝市 8.0 8.6 8.5 9.4 8.9 10.6 8.0 8.5 9.6 11.7 12.0 11.9

掛川市 31.9 37.1 26.5 29.3 24.6 31.7 22.5 27.2 24.2 31.2 27.1 26.4

菊川市 50.6 36.2 44.5 48.5 43.9 48.1 38.6 43.9 42.0 49.2 46.3 45.9

吉田町 5.2 5.2 5.0 5.1 4.6 4.4 4.3 4.0 4.2 5.0 4.2 4.9

御前崎市 12.9 10.4 10.7 11.0 9.5 11.2 8.3 9.0 10.3 11.3 9.6 10.9

裾野市 16.9 14.4 14.2 18.0 21.0 22.1 18.2 19.3 21.2 22.8 20.8 20.1

1730t 106t

115t 340t

538t 56t56t

229t125t

（3,239ｔ）



廃棄物収集運搬実績
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2021年8月～2022年7月分
（単位：ｔ）

産業廃棄物

古紙/ダンボール

（449ｔ）

（3,214ｔ）



実施体制

本社 菊川駐車場

山崎 公士

山崎 佳名子

焼津工場

高木 勝

職名 役割・責任

代表取締役 • 環境経営方針を策定する
• 環境経営目標及び環境行動を承認する
• 環境経営システムの構築及び運用
• 環境行動計画に実施に必要な資源を用意する
• 環境管理責任者を任命する

環境管理責任者 • 環境経営目標及び環境経営計画を承認する
• 取組を評価する
• 環境経営全般の運用を監視する

環境事務局 • 環境経営システムの構築及び運用に関して、環境管理
責任者の業務を補佐する

• 環境管理責任者の指示により必要な調査を行う
• 外部からの問い合わせに対応する

所属責任者 • 環境経営方針、環境経営目標及び環境経営計画を従業
員に周知する

• 環境経営目標、環境経営計画の実行指示及び推進状況
の把握を行い、事務局に報告する

従業員 環境管理責任者、事務局及び所属責任者の指示に基づき行
動する

牧澤 直也

従業員

酒井 克寿
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代表取締役

環境管理責任者

従業員

山崎 佳名子

環境事務局

従業員



【環境理念】

有限会社山崎商店は、法人としての環境への負荷の継続的削減への取組
を重要課題として認識し、全社員が環境負荷の低減に積極的に取り組み
ます。

【行動指針】

環境理念を具現化するために、継続的な環境負荷の低減に取り組みます。

1. 環境への取り組みとして、特に次の事項に取り組みます。

・CO2排出量の削減

・水と廃棄物の削減に努めます。

・省エネ、省資源

・グリーン購入の推進

・化学物質の適正維持管理を行う

2. 環境に関する法律・規則・協定を遵守します。

3. 廃棄物排出事業者（お客様）に分別と排出量の削減をお願いする

取組を推進します。

4. 経済・社会等の状況を踏まえ環境経営の継続的改善を推進します。

制定日：令和2年11月25日

改定日：令和3年9月30日

有限会社山崎商店

代表取締役社長 山崎公士

環境経営方針
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備考
・温室効果ガスである二酸化炭素の排出量の算出には、中部電力のH30実績調整後排出係数0.452Kｇ-CO2/KWｈを使用
・事業年度8月～翌年7月

環境経営目標
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運用期間（2021年8月～2022年7月）

中長期の環境目標

備考
・温室効果ガスである二酸化炭素の排出量の算出には、中部電力のH30実績調整後排出係数0.452ｋｇ-CO2/KWｈを使
用

項目 単位

基準期間 運用期間

2019年8月
～

2020年7月

2021年8月
～

2022年7月

基準値 目標削減率 目標値

内
訳

総二酸化炭素排出量 kg-CO2 376,234 -2% 368,709

本
社

二酸化炭素排出量 kg-CO2 361,901 -2% 354,663

ガソリン L 4,215 -2% 4,131

軽油 L 133,498 -2% 130,828

電力 kwh 14,926 -2% 14,627

LPガス kg 317 -2% 311

工
場

二酸化炭素排出量 kg-CO2 14,333 -2% 14,046

電力 kwh 17,497 -2% 17,147

灯油 L 2,580 -2% 2,528

一般廃棄物排出量 t 3.65 -2% 3.58

産業廃棄物排出量 t 0 -2% 0

水使用量 ㎥ 25 -2% 24.5

排出事業者への分別指導 件 - 20

項目 単位

基準年度 運用期間

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

2019年8月
～

2020年7月

2020年8月
～

2021年7月

2021年8月
～

2022年7月

2022年8月
～

2023年7月

2023年8月
～

2024年7月

基準値 目標削減率 目標削減率 目標削減率目標削減率

内
訳

総二酸化炭素排出量 kg-CO2 376,234 -1% -2% -3% -4%

本
社

二酸化炭素排出量 kg-CO2 361,901 -1% -2% -3% -4%

ガソリン L 4,215 -1% -2% -3% -4%

軽油 L 133,498 -1% -2% -3% -4%

電力 kwh 14,926 -1% -2% -3% -4%

LPガス kg 317 -1% -2% -3% -4%

工
場

二酸化炭素排出量 kg-CO2 14,333 -1% -2% -3% -4%

電力 kwh 17,497 -1% -2% -3% -4%

灯油 L 2,580 -1% -2% -3% -4%

一般廃棄物排出量 t 3.65 -1% -2% -3% -4%

産業廃棄物排出量 t 0 -1% -2% -3% -4%

水使用量（工場） ㎥ 25 -1% -2% -3% -4%

排出事業者への分別指導 件 - 現状把握 20 25 30



環境経営計画
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CO2排出量削減 取組内容
スケジュール

11月 1月 4月 7月

ガソリン使用量の削減
急発進・急加速をしない

アイドリングストップ推奨

軽油使用量の削減
急発進・急加速をしない

アイドリングストップ推奨

運転管理

運転日報の記載、燃費確認

運転日報数値確認/指導 毎月10日 毎月10日 毎月10日 毎月10日

車輌購入時は省エネ車に切り替え

電気使用量の削減

不要な照明はこまめに消す

空調温度の適正化（冷房26℃暖房
22℃程度）

OA機器は省電力設定。夜間・休日
は主電力は切る

廃棄物の削減 取組内容

紙使用量削減

ミスプリント削減

コピー裏紙の再利用

封筒の再利用

廃棄物の分別 分別を徹底する

水使用量の削減 取組内容

節水活動
漏水を定期的に点検

節水マークを水回りに掲示

フロン排出抑制 取組内容

フロン排出抑制法
簡易点検を実施（３ヶ月に1回）

点検表の保管

グリーン購入の推進 取組内容

グリーン購入
文房具類のリフィル購入

充電式電池の購入

排出事業者への指導 取組内容

分別の徹底
分別方法を示した票を作成

取引先への指導



環境経営目標の実績及び取組結果
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＜運用期間＞ 2021年8月～2022年7月の環境目標と実績

＜評価＞

ガソリン 評価 エコドライブに努め、目標より19％削減できた

軽油

原因
基準年と比較して小型家電リサイクル品の運搬量が飛躍的に増
加したことが原因と考えられる

評価
是正

GPS付きドライブレコーダーによる効率的な収集運搬に努める

電力 評価
夏と冬のエアコン使用が大きなウエイトを占めているが、目標
より28％削減

灯油 評価
発泡スチロールの溶融に使用しており、効率的な運転に努めた
結果、目標より10％の削減

LPガス 評価
フォークリフトのLPガスをガソリンに代えたことで大幅削減と
なった

項目 単位

基準期間 運用期間

2019年8月
～

2020年7月
2021年8月～2022年7月

基準値
目標
削減率

目標値
実績
削減率

実績値 評価

内
訳

総二酸化炭素排出量 kg-CO2 376,234 -2% 368,709 107% 403,312 ×

本
社

二酸化炭素
排出量

kg-CO2 361,901 -2% 354,663 108% 391,949 ×

ガソリン L 4,215 -2% 4,131 81% 3,414 〇

軽油 L 133,498 -2% 130,828 110% 146,621 ×

電力 kwh 14,926 -2% 14,627 83% 12,360 〇

LPガス kg 317 -2% 311 17% 53.2 〇

工
場

二酸化炭素
排出量

kg-CO2 14,333 -2% 14,046 79% 11,363 〇

電力 kwh 17,497 -2% 17,147 72% 12,512 〇

灯油 L 2,580 -2% 2,528 89% 2,292 〇

一般廃棄物排出量 t 3.65 -2% 3.58 69% 2.51 〇

産業廃棄物排出量 t 0 -2% 0 - 0 -

水使用量 ㎥ 25 -2% 24.5 98% 24.5 〇

排出事業者への分別指導 件 - 20 25 〇



環境経営計画の実績及び取組結果
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CO2排出量削減 取組内容 評価 次年度の取組

ガソリン使用量の削減
急発進・急加速をしない 〇 継続実施

アイドリングストップ推奨 〇 継続実施

軽油使用量の削減
急発進・急加速をしない 〇 継続実施

アイドリングストップ推奨 〇 継続実施

運転管理

運転日報の記載、燃費確認 〇 継続実施

運転日報数値確認/指導 〇 継続実施

車輌購入時は省エネ車に切り替え 〇 継続実施

GPS付きドライブレコーダーの導入 〇 実施済

電気使用量の削減

不要な照明はこまめに消す 〇 継続実施

空調温度の適正化（冷房26℃暖房22℃程度） 〇 継続実施

OA機器は省電力設定。夜間・休日は主電力は切る 〇 継続実施

廃棄物の削減 取組内容 評価 次年度の取組

紙使用量削減

ミスプリント削減 〇 継続実施

コピー裏紙の再利用 〇 継続実施

封筒の再利用 〇 継続実施

廃棄物の分別 分別を徹底する 〇 継続実施

水使用量の削減 取組内容

節水活動
漏水を定期的に点検 〇 継続実施

節水マークを水回りに掲示 〇 継続実施

フロン排出抑制 取組内容

フロン排出抑制法
簡易点検を実施（３ヶ月に1回） 〇 継続実施

点検表の保管 〇 継続実施

グリーン購入の推進 取組内容

グリーン購入
文房具類のリフィル購入 〇 継続実施

充電式電池の購入 〇 継続実施

排出事業者への指導 取組内容

分別の徹底
分別方法を示した票を作成 〇 継続実施

取引先への指導 〇 継続実施

評価： ◎よくできた
〇まあまあできた
△あまりできなかった
×全くできなかった



当社の取り組み
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社内に注意書きを掲示

訓練の実施
・消火器の位置確認
・消火器の使用方法確認
・塵芥車の火災への対応確認
・事故が起きた場合の対応検証

勉強会の実施
・一般廃棄物処理従事者の心構え
・現行廃棄物処理法の確認
・廃棄物の種類
・マニフェスト実務
・収集運搬の流れ
・禁止事例/行政処分と罰則
・廃掃法の基礎解説

緊急事態対応手順書を
作成し各車両に保管



環境関連法規等の遵守状況確認

・当社の事業活動において法的義務を受ける主な関連法規は次のとおりである。

・本年度最後に下記の環境関連法規の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。

・また、関係機関等からの違反等の指摘、利害関係者からの指摘も過去3年間ありませんでした。

・環境関連法規の遵守確認日 2022年7月22日
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評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

環境関連
法規等

条項 遵守事項または規制基準 当社の適用及び対応 評価

廃棄物処理
法

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
保管基準の遵守、保管場所の表示 〇

廃棄物の悪臭・飛散防止 〇

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 〇

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者契約契約書の締結 〇

第12条の3第1項 マニフェストの交付 〇
第12条の3第2項 マニフェストの保管 A票、5年間保管 〇

第12条の3第3項 収集・運搬業者の管理表交付者へのマニフェスト返却 B1票の90日以内の送付等 〇

第12条の3第4項 中間処理業者の管理票交付者へのマニフェスト返却 D票の180日以内の送付等 〇

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D,E票の5年間保管 〇

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 年一回報告書提出 〇

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な処置の実施
運搬又は処分業者からのB2（90日以
内）、D,E票（180日以内） の期
間内返却

〇

第14条第1項 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の許可県知事の許可 〇

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 〇

第15条 産業廃棄物処理施設設置の許可 県知事の許可 〇

第16条 不法投棄の禁止
廃プラスチック類処理施設
都道府県知事の許可

〇

家電リサイ
クル法

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切
な引き渡し、料金の支払い

指定家電廃棄時のリサイクル料金の
支払

〇

自動車リサ
イクル法

第8条 使用済自動車の引渡し業務 〇

第73条 使用済自動車の引取業者への引渡し リサイクル料金の支払（廃車時） 〇

道路交通法

第55条 乗車又は積載の方法
設置された場所以外の乗車又は積載
の禁止

〇

第70条 安全運転の義務 危害を及ぼさない速度と方法で運転 〇

第74条 車両等の使用者の義務 交通法規の遵守 〇

道路運送車
両法

第47条の2 日常点検整備及び定期点検整備
日常点検整備
定期点検整備（3ヶ月点検整備、6ヶ
月点検整備、1年点検整備）

〇

消防法 第9条の4 指定可燃物の届出
紙屑、プラスチック類 2021年12月
に予定

△

フロン排出
抑制法

第16条 空調機（7.5kw～50kw未満）3年に1回以上 有資格者による定期点検実施 該当なし

第41条 第一種特定製品廃棄等実施者の引渡業務
製品管理者のフロン類回収業者への
フロン類の引渡し義務

該当なし

地球温暖化
対策推進法

第25条 温室効果ガス算定排出量の報告 温室効果ガスの把握 〇

静岡県産業
廃棄物の適
正な処理に
関する条例

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 〇

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 2021年2月までに実地確認及び記録 △

静岡市産業
廃棄物の適
正な処理に関
する条例

第9条
自然環境破壊の防止 廃棄物
の適正処分 国、地方公共団
体の施策に協力

〇



代表者による全体評価と見直し

各従業員が意識をし、協力してくれたおかげで電力消費に関しては一定の効果が現れ

たが全体として軽油の占める割合が多いためCO2削減目標を達成できなかった。

GPS付きドライブレコーダーを活用し効率的な回収とエコドライブに努める。

環境配慮の点では定期的に社内で勉強会を行い、事故防止啓発や危険予知活動、安全

教育マナーなど社員間のコミュニケーションを図ることに重点を置き皆で話し合う機

会を今後も行っていく。

また、定期的に外部から講師を招いて講義していただいており、従業員の知識、意識

向上になっている。

今後も環境活動への継続的な取り組みが大切なことであり、さらに会社全体で意識し

ながら取り組んでいきます。

2022年8月31日

有限会社山崎商店

代表取締役 山崎 公士
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項目 評価の内容

エコアクション21文書 記録・文書として作成

環境経営目標及び目標達成状況 軽油のみ未達

環境経営計画及び取り組み実施状況 継続実施

環境関連法規要求一覧及び遵守状況 記録に記載済

外部コミュニケーション・対応記録 問題なし

問題点の是正・予防処置の実施状況
軽油の使用量に左右されるのでGPS付きドライブレコー
ダーを活用し効率的な回収に努めた

取引先、業界、関係行政機関、その他の外部動
向

継続実施

対象 変更の有無 ありの場合の指示事項等

環境経営方針 なし

環境経営目標 なし

環境経営計画 なし

環境に関する組織 なし

その他のシステム要素 なし

その他 なし

見直し関連情報

全体評価・見直し指示

代表者による指示事項
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